
愛知県アンサンブルコンテスト審査内規

２０１９年４月２０日改訂

第１条 この規定は愛知県アンサンブルコンテストの審査及び判定について定めるもの

である。

第２条 地区大会についても本内規に準じて行うものとする。

第３条 審査員は各団体が演奏した曲に対して，２点～１０点の９段階（１点刻み）で

評価する。

第４条 審査員の数は７名とする。ただし，中学校の部，高等学校の部の地区大会につ

いては，審査員を３名～５名としてもよい。

第５条 審査の処理は理事長より委嘱された審査係が行う。

第６条 審査係は審査員の評価に基づき，金賞・銀賞・銅賞の三段階でグループ分けを

行う。

金賞に値する演奏にはＡ（ 10 点・９点・８点），銀賞に値する演奏にはＢ（７

点・６点・５点），銅賞に値する演奏にはＣ（４点・３点・２点）とする。

第７条 賞の決定については，次の二通りの方法から各部門がそれぞれ選択して実施す

るものとする。ただし，金賞はその大会の代表相当を限度に増やしてもよい。

また，銅賞はその大会の参加チームの３割を限度に増やしてもよい。

① 審査員のＡ・Ｂ・Ｃ評価のうち，Ａが過半数の場合金賞，Ｃが過半数の場

合銅賞，その他を銀賞とする。

② それぞれの評価の最高・最低点を各１名分ずつカットして集計し，満点の

75 ％以上を金賞， 45 ％以下を銅賞，それ以外を銀賞とする。ただし，審査

員が３名～５名の場合は上下カットをせずに集計する。

また，愛知県教育委員会賞と上位大会への代表を決定するために， それぞれ

の最高点・最低点を各１名分ずつカットして集計し，金賞団体を優先して合計

点の多い団体から選出する。同点の場合は，審査員の投票により決定する。た

だし，審査員が３名～５名の場合は上下カットをせずに集計する。

第８条 第５条による結果は，審査員の了承を得て大会運営責任者が賞を決定する。

第９条 愛知県アンサンブルコンテスト参加資格・規定に違反のあった場合は失格とし

入賞を取り消す場合もある。

第 10 条 審査票は出演団体に渡し，審査一覧は希望する団体に渡すことができる。

第 11 条 この内規は常任理事会の議決により改訂することができる。


